
穂高広域施設組合焼却場等管理規則 

 

穂高広域施設組合規則第２号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、穂高広域施設組合管理条例（平成４年穂高広域施設組合条例第１号。

以下「管理条例」という。）第 21 条の規定によりじんかい焼却場及び不燃物処理場（以

下「焼却場等」という。）の管理について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、管理条例第１条の２において定義する用語の例

による。 

（処理する廃棄物） 

第３条 この焼却場等で処理できる廃棄物は、家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の

うち、焼却並びに処理等が可能な可燃ごみ、可燃性粗大ごみ及び不燃ごみとする。 

（休業日及び使用時間） 

第４条 焼却場等の休業日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と

認めるときは、これを変更することができる。 

(１) 休業日 

じんかい焼却場 土曜日の午前 11 時 30 分から翌日の午前零時前まで及び日曜日 

不燃物処理場 土曜日及び日曜日 

じんかい焼却場及び

不燃物処理場 
12 月 30 日から翌年１月３日までの日 

(２) 使用時間 

じんかい焼却場 
月曜日から金曜日まで 

午前８時 30 分から 12時 00 分まで 

午後１時 00 分から４時 30 分まで 

土曜日 午前８時 30 分から 11時 30 分まで 

不燃物処理場 月曜日から金曜日まで 
午前８時 30 分から 12時 00 分まで 

午後１時 00 分から４時 30 分まで 

（使用の申請及び許可） 

第５条 管理条例第９条第４号に規定する者であって、焼却場等を使用しようとする者は、

焼却場等使用許可申請書（様式第１号）を管理者に提出し、許可を受けなければならな

い。 

２ 管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、焼却場等の能力を考慮し、適当

と認められる者に対して許可をすることができる。この場合、使用期日を定めて焼却場

等使用許可証（様式第２号）を交付するものとする。 



（許可事項の変更等） 

第６条 前条に基づく許可を受けた者が、次の各号に規定する許可事項の変更等をすると

きは、焼却場等使用変更許可申請書（様式第３号）を速やかに管理者に提出しなければ

ならない。 

(１) 名称及び代表者等の変更 

(２) 使用車両の変更 

(３) 使用車両の取消 

(４) 使用車両の追加 

(５) 臨時的使用車両の申請 

２ 管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を精査し、適当であると認

めた場合、許可することができる。この場合、焼却場等使用変更許可証（様式第４号）

を交付するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項第５号に規定する申請に対しては、許可証の交付を

省略することができる。 

（焼却場等の使用） 

第７条 焼却場等を使用しようとする者は、ごみ持込受付表（様式第５号）を受付に提出

するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者はこの限りではない。 

(１) 管理条例第 10 条第１号に該当し、もえるごみ専用の袋に地区名及び氏名を記載

した者 

(２) 焼却場等使用許可証の交付を受けている者 

２ 管理者は、焼却場等を使用しようとする者に対し、身分を証するもの及びその他必要

な書類の提示を求めることができる。 

（手数料の徴収方法） 

第８条 管理者は、計量器による計量を行い、その都度管理条例第 10 条に規定する手数料

を徴収する。 

２ 管理条例第９条第４号に規定する者及び前項の徴収方法により難いと特に管理者が認

めた者は、手数料を後納とすることができる。 

（手数料の後納） 

第９条 前条第２項の規定に基づき、手数料の後納を希望する者は、あらかじめ焼却場等

処理手数料後納申請書（様式第６号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、健全性等を考慮し、適当と認め

られる者に対して許可をすることができる。この場合、期限を定めて焼却場等処理手数

料後納許可証（様式７号）を交付するものとする。 

３ 管理者は、前項の規定により手数料の後納を許可した者（以下「後納者」という。）に

対して、手数料を書面により通知するものとし、後納者は、通知に記載された手数料を

期限までに納入しなければならない。 



４ 管理者は、後納者が納期限までに納入しないときは、直ちに前条第１項の徴収方法に

変更してこれを徴収するものとする。 

（手数料の減免） 

第 10 条 管理条例第 10 条第４項に規定する管理者が特別な理由があると認めるときと

は、次に掲げる場合をいい、その手数料の減免額は、管理条例別表第２の規定により算

定した手数料の額に、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た

額（10 円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。）とする。 

(１) 公務により発生した一般廃棄物を、組織市町村の職員が自ら搬入する場合 100

分の 100 

(２) 火災等により被災した住宅等の居住者が、事前に証明書を提示し、り災により生

じた一般廃棄物を自ら搬入する場合 100 分の 100 以内 

(３) 前２号に定めるもののほか、管理者が減免を認めた場合 100 分の 100 以内 

（焼却場等の使用の停止） 

第 11 条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、焼却場等の使用を停

止することができる。この場合において、使用者に生じた損害に対しては、管理者は、

その責を一切負わない。 

(１) 焼却場等の秩序をみだすおそれがあると認められるとき。 

(２) 組織市町村の条例又は規則に違反したとき。 

(３) 使用目的以外に使用したとき。 

(４) 使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。 

(５) 虚偽の申請又はその他不正な行為があると認められるとき。 

(６) その他、管理者が不適切と認めたとき。 

（管理者の通知義務） 

第 12 条 管理者は、管理条例第７条及び前条の規定により、使用を制限又は停止された使

用者が一般廃棄物の収集、運搬及び処理を業とする者であった場合は、当該許可を与え

た組織市町村の長に対して、焼却場等の使用を停止した理由を付して、書面により通知

しなければならない。 

（補則） 

第 13 条 この規則に定めるもののほか、焼却場等の管理運営に必要な事項は管理者が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の規則によってなされた焼却場等使用許可の事務につい

ては、使用許可の期間が終了するまでの間、なお従前の例による。 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 


